
「一時預かり事業」等の利用者への施設等利用費の給付に係る具体的な実務フロー

企業主導型保育施設が「一時預かり事業」「病児保育事業」を実施している場合における、利用者への施設等利用費の給付に係
る具体的な実務フローについては、以下のとおり。
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○企業主導型保育施設からの確認申請の受理・審査
※ 施設所在市町村が確認、確認の効力は全国有効。

○現行において各事業等を行う際に求めている基準と同様の内容
を満たしているか確認。
※ 都道府県等から共有される情報を基に確認を行う。

○利用者の申請に基づき施設利用費の給付を行う。
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